
尾張旭市監査公表第１９号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定に基づき

実施した財政援助団体（尾張旭北原山土地区画整理組合）監査の結果を、同条

第９項の規定により公表します。

平成２９年５月３１日

尾張旭市監査委員 長谷川 博 樹

尾張旭市監査委員 若 杉 孝 司



財政援助団体監査報告書

１ 監査の種類

  地方自治法第 199 条第 7項に基づく監査（財政援助団体監査）

２ 監査の対象

平成 27年度の尾張旭北原山土地区画整理組合（以下「区画整理組合」）に対する補

助金に係る出納その他の事務及び本市からの財政援助に係る事務

３ 監査の期間

平成 29年 3月 16 日から平成 29年 4月 27 日まで

４ 監査の方法

区画整理組合の事務及び当該団体に関する市の事務が、関係法令に基づき適正に執

行されているか、補助金は交付条件に従って使用されているか等について実施した。

また、監査にあたっては、関係書類を抽出により検査するとともに、関係者から説明

を聴取した。

５ 監査の結果

区画整理組合の事務及び当該団体に関する市の事務については、適正に執行されて

いると認められた。


